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令和７年 10月 
 

札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課 
  



１．一般事項 
（適用範囲） 

（1） この仕様書は、札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課（以下、「委託者」という。）で実

施する「令和７年度土地利用動向等調査・分析業務」の委託に適用する。 

（2） この仕様書に記載のない事項、又は解釈に疑義が生じた場合は、委託者と十分協議の上、決定

するものとする。 

（業務体制等） 

（3） 受託者は、都市計画基礎調査データ及び GIS データの解析について十分理解し、各種データ

構造、定義等について精通した人員を配置し、本業務を達成するために最高の技術を発揮でき

るよう、必要な人員及び体制を整えること。 

（4） 本業務は都市計画マスタープランや立地適正化計画の内容を踏まえた中で、用途地域等土地

利用計画運用制度並びに市街化調整区域における方針見直しに向け、多岐に渡る分析を行う

業務であることから都市計画の幅広い知見と経験が必要となる。このため、業務統括担当者に

ついては、技術士（建設部門：都市及び地方計画）の資格保有者を充て、円滑な業務遂行体制

を整えること。 

（業務計画書） 

（5） 受託者は、契約後速やかに本業務実施に関する業務計画書を作成し、委託者に提出すること。 

（協議・打合せ） 

（6） 受託者は本業務開始時及び、中間時（2 回）、成果品納入時に委託者と協議・打合せを行うこと。

また、本業務の履行にあたり、受託者は委託者と常に密接な連絡をとり、その連絡事項及び打合

せ内容について記録し、委託者に提出すること。 

（資料等の貸与及び返還） 

（7） 受託者は、本業務を行う上で必要となる資料等の借用を書面で申し入れることができるものと

する。この場合、受託者は貸与される資料等について借用書を提出しなければならない。 

（8） 受託者は、本業務が完了したときは、貸与された資料等をただちに返還するものとする。 

（札幌市情報セキュリティポリシーの順守） 

（9） 本業務の履行にあたっては、札幌市の情報セキュリティポリシーに基づき、別紙１「セキュリティ保

全に係る事項」に規定する諸事項を遵守すること。 

（環境負荷の低減） 

（10） 本業務の履行にあたっては、環境に配慮し紙資源やエネルギーの節約、リサイクルの推進等に

努めること。 

（成果品） 

（11） 成果品は全て委託者の所有とし、委託者の承諾を受けないで他に公表、貸与又は使用してはな

らない。 

（データ等に関する著作権について） 

（12） 本業務で新たに作成するデータ等についての著作権（著作権法第 27 条から第 28 条までに規

定する権利をいう。）は、全て札幌市に帰属するものとする。また、当該著作物に関する著作者人

格権（著作権法第 18 条から第 20 条までに規定する権利をいう。）について、これを行使しない

ものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．業務の目的 
札幌市では、「第２次札幌市都市計画マスタープラン」及び「札幌市立地適正化計画」について、人口

減少社会の到来等の社会情勢の変化を踏まえた改定を令和７年度末に予定している。 

本業務では、上記計画の改定予定内容の方向性を踏まえた上で、都市計画基礎調査データ等を活

用した土地利用に関する動向調査等を行うことにより、土地利用計画制度の今後の運用の検討に向け

た基礎資料等の作成を目的とする。 

 

３．業務内容 
（1）業務計画及び資料収集・整理 

① 業務計画 

業務計画に関する実施計画について検討し、業務計画書を作成すること。 

② 資料収集・整理 

本業務の履行にあたり、必要に応じて、都市計画基礎調査 GIS データや各種統計データ、過年度

の関連業務資料、その他必要となる資料を収集・整理すること。 

 

（2）協議・打合せ 

本業務を円滑に進めるため、協議・打合せは、初回、中間（2 回）、成果品納入時の 4 回を基本とする

が、必要に応じて適宜行う。 

 

（3）市街化区域における土地利用動向等調査・分析 

令和元年度に実施した用途地域等の全市見直し後における土地利用等の進捗状況を把握するため、

土地利用等の動向調査を実施し、進捗状況等を踏まえた上で土地利用上の課題分析を行う。 

 

① 地域交流拠点の動向調査・分析 

第二種中高層住居専用地域又は第一種住居地域から第二種住居地域に変更した 31 地区（約

97ha）を対象として、建築動向及び低未利用地の動向や土地利用転換量、人口動向を都市計画基

礎調査 GIS データや住民基本台帳等に基づき調査し、用途地域変更の指定効果について、全市レ

ベル及び地区レベルで分析する。 

 

② 住宅市街地の動向調査・分析 

第一種低層住居専用地域の建蔽率 40％から 50％へ緩和した 75地区（約 2,329ha）を対象と

して、建築動向及び低未利用地の動向や土地利用転換量、人口動向を都市計画基礎調査 GIS デ

ータや住民基本台帳等に基づく調査、第一種低層住居専用地域における建蔽率 40％維持地域に

おける建築動向等との比較により把握し、用途地域変更の指定効果について全市レベル及び地区レ

ベルで分析する。 

 

③ 工業地の動向調査・分析 

第二種特別工業地区を指定した 23地区（約 413ha）を対象として、建築動向及び低未利用地の

動向や土地利用転換量を都市計画基礎調査 GIS データに基づき調査を実施し、特別用途地区の

指定効果について分析する。 

また、上記に加え、「令和 6 年度市街化調整区域における土地利用等現況調査ほか業務」で作成

した「工業系用途地域カルテ」（全 20 地区）について、最新の都市計画基礎調査 GIS データによる

時点更新や本業務における分析項目を踏まえた新たな視点の分析項目を追加すること。 

 

（4）市街化区域内における各計画の改定内容を踏まえた調査・分析 

次期都市計画マスタープランに記載予定の都市空間ごとの将来像や、次期立地適正化計画におけ

る誘導区域の見直し予定内容等を踏まえ、土地利用計画制度の今後の運用の検討に必要となる調

査・分析を行う。 



 

① JR駅・地下鉄駅周辺エリアの動向調査・分析 

委託者の指定する JR 駅・地下鉄駅周辺等を含むエリア（約 5,400ha）を対象として、都市計画基

礎調査 GIS データ等により人口密度や都市機能の集積状況、新規・老朽建築物の動向、高度利用

（建蔽・容積充足状況）、低未利用地の動向から JR駅・地下鉄駅周辺エリアの利便性や特性を分析す

る。（都市計画基礎調査小ゾーン単位） 

 

② 土地利用制限に関する課題調査 

用途地域等土地利用計画の見直しの視点に係る課題等を把握するため、不動産事業者などに対

してヒアリング調査を行う。（10社以上） 

質疑項目については、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画改定内容を念頭に置きなが

ら、住宅市街地の土地利用規制等に関する内容として、対象事業者や目的に応じた質疑項目を委

託者と協議のうえ設計すること。 
 

（5）市街化調整区域における土地利用動向等調査・分析 

① 土地利用規制等調査・検討ゾーニングマップ作成 

 ア）土地利用規制等調査 

市街化調整区域における各種法規制エリアや法規制はないものの保全すべきと考えられるエリア、

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンに位置付けられている高次機能交流拠点、地区計画、流通業

務施設立地指定路線、農地など最新の土地利用情報を調査し、GISデータを整備する。 

なお、上記情報は、過年度に本市が整備した GIS データの活用を基本とするが、必要に応じて最

新情報への更新や新たな情報を追加整備すること。 

 

イ） 検討ゾーニングマップ作成 

ア）で整備した各レイヤの組み合わせにより、全市レベルの検討マップを数パターン作成するととも

に、（5）②及び③の調査結果並びに過年度業務成果をとりまとめた上で、各地域の土地利用の方向

性を検討し、ゾーニングマップを作成する。 

 

② 土地利用動向の調査・分析 

過年度業務成果を基礎資料とし、市街化調整区域全域での土地利用動向を整理分析するとともに、

以下の調査・分析を行う。 

 

ア） 対象地区 

対象地区は、13地区を想定しているが、詳細については、委託者と協議の上、選定すること。対象

地区の概要については、【表-1】の通りとする。 

なお、対象地区の面積は、あくまでも積算の参考とするために記載しているものであり、調査区域

を限定するものではない。 

以上の事柄を考慮した上で、委託者と協議し、対象地区を選定すること。 
 

【表-1 対象地区の概要（参考）】 

No. 地区 地区数 合計面積 備考 

１ 高次機能交流拠点 ６地区 約 2,280ha  

２ 幹線道路 ６地区 約 1,460ha 流通業務施設立地指定路線ほか 

３ インターチェンジ周辺 １地区 約 860ha 札幌インターチェンジ周辺 

 合計 13地区 約 4,600ha  



 

イ） 机上調査 

過年度業務において作成した各種調査 GIS データ等を基礎資料として、対象地区内の土地利用

状況及び都市基盤整備状況等について調査を実施する。 

調査は共有基図（1/2,500）を基図として実施し、土地利用状況においては、建物及び土地利用

の各図形を GISデータとして作成し、各種調査項目を属性情報に付与すること。 

調査項目は、【表-2】及び【表-3】の一覧表を基本とするが、各地区の特性等を分析するにあたり、

新たに把握する必要が見込まれる項目がある場合は、委託者と協議の上、別途補完調査を実施す

る。 

 

【表-2 土地利用状況 調査項目一覧表】 

図形 調査項目 分類 

建築物 用途 住宅、事務所、店舗、工場・作業所、併用住宅、倉庫・物置、文

教・厚生施設（公共・非公共）等 

土地利用 用途 空地、資材置場、農地、公園・運動場等 

面積 GISによる計測面積（まとまり地毎で面積を計測） 

その他 分合筆 分合筆状況※ 

※分合筆状況の調査については、対象地区の地番を抽出及び所有者等の情報の整理を実施するこ

と。 

 

【表-3 都市基盤整備状況 調査項目一覧表】 

分類 調査項目 

道路 幅員、道路区分（認定道路・指定道路・流通業務施設立地指定路線） 

公園 公園種別、面積 

上下水道 区分（幹線、枝線、送水管、導水管等） 

気象防災 土石流区域、傾斜地（特別警戒、警戒区域） 

都市計画 地区計画、旧事業法団地、指定道路団地 

周辺環境 景観、住環境等 

 

ウ） 現地調査 

現地調査を実施し、より詳細な土地利用や建築物の用途等の立地状況を把握する。なお、現地調

査では各地区の特性を示す建築物や土地利用等を可能な範囲で写真撮影を実施する。 

また、現地調査結果に基づき（5）②イ）で作成した土地利用状況 GISデータの更新を行うこと。 

 

エ） 調査結果とりまとめ 

調査結果は、「土地利用現況図」及び「都市基盤等現況図」としてとりまとめるとともに、机上調査

（GIS による建物、土地利用着色マップ等）及び調査データの各種集計、現地調査結果（写真）を地

区毎にカルテとしてとりまとめ、各地区の特性等について分析、整理する。 

 



 

③ 事例調査 

ア） 産業活用に係る事例調査 

市街化調整区域に工場、物流施設、研究施設等が立地した事例について、他市町の事例調査

を行う。 

 

イ） 都市計画法以外の規制に係る事例調査 

市街化調整区域における都市計画法（開発許可制度）以外の法令に基づく土地利用の制限に

ついて、他市町の事例調査を行う。 
 

（6）都市計画区域マスタープランの中間見直しに係る分析等 

① 商業系土地利用の需要分析 

商業系土地利用の現状を把握し、将来の需要を分析することで、必要となる商業業務地の規模を

算出する。 

ア） 基礎データの整理  

国勢調査データに基づき、就業者人口の動向を整理する。 

都市計画基礎調査データに基づき、商業系用途地域等の土地利用動向を整理する。 

委託者が指定する５時点程度の卸小売業販売額（業種別）等のデータを整理する。 

イ） 卸小売業販売額（業種別）等の将来推計  

ア）で集計した卸小売業販売額（業種別）等のデータを用いて、数学的手法（トレンド推計）により、

令和 12年、令和 17年、令和 22年、令和 27年時点の値を推計する。 

ウ） 商業業務地の必要規模の算出 

ア）及びイ）で得られた分析結果を用いて、商業業務地の必要規模の算出及び将来の需要分析を

実施する。 

 

② 方針付図の作成 

都市計画区域マスタープランの中間見直しにあたり、本市を対象とした「土地利用の方針付図」及

び「都市施設整備の方針付図」の更新を実施する。 

 

（７）業務報告書作成 

  本業務で実施した事項について、業務報告書としてまとめる。 

 

４．貸与資料  
（1）都市計画基礎調査データベース（Microsoft Access形式）（直近及び過年度データ） 

（2）都市計画基礎調査GISデータ（MapInfo形式）（直近及び過年度データ） 

（3）平成 30年度用途地域等の全市見直しに係るGISデータ及び法定図書等作成業務 成果品 

（4）令和元年度都市計画区域マスタープラン並びに区域区分見直し等の検討に係る土地利用 

及び人口動向調査・分析等支援業務 成果品 

（5）令和元年度市街化調整区域の保全と活用の方針に関する土地利用方策検討業務 成果品 

（6）令和２年度市街化調整区域の保全と活用の方針に関する土地利用の類型別方策検討業務 

成果品 

（7）令和３年度市街化調整区域における土地利用調査検討業務 成果品 

（8）令和４年度市街化調整区域における土地利用等現況調査業務 成果品 

（9）令和５年度スノーリゾート推進に係る新たな土地利用に向けた調査検討業務 成果品 

（10）令和５年度土地利用動向等調査・分析業務 成果品 

（11）令和６年度市街化調整区域における土地利用等現況調査ほか業務 成果品 

（12）令和２年度区域区分見直し及び用途地域等都市計画変更支援業務 成果品 

（13）札幌市共有基図（Shapefile又はDM形式）（令和５年度修正版） 



（14）地番図GISデータ（SIMA形式）（令和 7年 1月 1日現在） 

（15）札幌市空中写真データ 

（16）都市計画主題図GISデータ 一式（Shapefile又は SDF形式） 

（共有基図修正版、立地適正化計画、認定道路、指定道路、公園・緑地、及び 

その他地域地区等） 

（17）人流データ（csv形式） 

（18）その他必要となる資料 

 

５．業務期間 
契約日から令和８年３月 27日までとする。 

 

６．成果品 
（1）業務報告書         ２部 

 

（2）各調査・分析等における成果品 

① 市街化区域における土地利用動向等調査・分析 

ア）分析説明資料（分析マップ等）      一式  

 

② 市街化区域内における各計画の改定内容を踏まえた調査・分析 

ア）分析説明資料（分析マップ等）      一式  

イ）事例調査報告資料       一式 

ウ）ヒアリング調査報告書       一式  

 

③ 市街化調整区域における土地利用動向等調査・分析 

ア）分析説明資料（分析マップ等）      一式  

イ）土地利用規制等GISデータ      一式  

ウ）検討ゾーニングマップ       一式  

エ）地区カルテ（高次機能交流拠点 6地区、幹線道路 6地区、インターチェンジ周辺 1地区） 一式 

オ）事例調査報告資料       一式 

 

④ 都市計画区域マスタープランの中間見直しに係る分析等 

ア）フレーム算定資料（根拠資料含む）     一式  

イ）都市計画区域マスタープラン付図     一式  

 

（3）電子データ         一式 

・業務報告書・説明資料（※原稿のデータ形式は委託者と協議の上決定する） 

・都市計画区域マスタープラン付図（Adobe Illustrator） 

・GISデータ（MapInfo tab形式）及び分析マップを再現する GIS環境（MapInfo WOR形式） 

 

以 上 

https://rd.listing.yahoo.co.jp/p/search/GU=A5cFymgAAIg-FXdIM1r-yfG1LHyso7erbMm90dWoX5bXGU47b9YcnznuApktcK1H5Ksb55Q3XUajcdYU1ZO238woCYQNJf6zQwYcy77eqy79a-k_8ZEFSs1kew3fI3vJeDzznaW1q-DrTeVVi9p1eousz7F74JytQlyxDwwvDF-Mq-XCDpf3NaWJmQcxpNXzBtkgOey3iS9ftXBAfXWYQjWIrd07RYHvgjqNPwyyN8H8FrBQejPEsb9wkFC_I7hiVrRDPdc9JbF8aw-frFdycy6870DtTMZ9Br8P62QlLUwXzmhOff4aLxAeiSyoGbM_Qige-aVk-qd7-a19ZkK4VXYEjSgAcVicRqtpnhECLmnc_wbql9hm-1WD0Q6sTdqZT-dgA-YfYOZZkVkD1i_0BgFe8gSVgPGPoOw3_R93XNydUv0aVMw41LGdpO37_fW7ID5h4RZr0in6FLMtv-_Ql49smi-afcG5A3V9VS5vbfeotG1yVXe69Uekl15_fzNp8i134fqzhjhWMJu7RSDxBskEJdQxjIaIzFg1gcLF-KdlAJ8d-hEoePslXEjY0UiGP52E__SoSvJ9v5IDW3KHlwqj2x9N36lSDHq8FGdmiD-eWqSnSMFBWhGHH1OKiPcuxjsy4iflrarlGv_s_kDjpZSj3kyZtDpi1gSDOCbZcbO-nRW0P9X3px5u0Ofx0lY7drkyjgwIl5S7YaCZdujnYhT06k1ekaTca0XGoTzfIDGO6sSiEO2oass2DAzFHy5-1lvrq6EIrk6sJVjMz3X4cwwaDE9jWMg7zeNy97XG66QLO_km6VD0hpFQshPHGnkBp1z1ekIAEtyulSSiwpE9Y0zqjyRLHXdZvRJuagdcLv3oZmd85u65ZoHfuCyAbjV2BxpvpKuVX3_RN_idYpVmMcZzFORkE7448GawDxgGWuj4A7P9zufw8AJpyoGpR8bq_usB7pz4AlOoZle07ht3RhNtp7OHVfBDqcum7ccOx8G6syc_wHdU1Mrlg7ZVyrFwMXS0rjd8ZQ5OPVA3EILv94yibuOE4f5NnvbHAlw99y0G_4jq7W15gUwchv4vrFV2AcZdAEvA61yK6sqIlUgGucs9ZrVqp7sKJSheOnjHkD15zpFbz2txPo2a4gMZtUNaU2SvnokuzMf0xnd38L4_tFyDD7M5EUNYlOoX4NWB_wRwj6GCbuyDWl-S8xAer6kOUeF6xeXZPmlRWix0DOOOwcthsES_kwr7nTF25DtUQS0wTJM1-MyBZv3c1Ju1GPtT7PkWn9Hfg0eFQNw7lWXCQ6aV1st665pIntzvWqbsb7YnQ2v8K2itxWMSm-AFEouLoIRZ2N8kYPiy0AGvZwBREdSA40VR4Clv5E-ko9xfs9welNEbBL8UiFg9qCrCio3FXhQts0pBMJOTW-yRGryImU_5vHZc5WhPHAEIJRE;/?ep=A5cFymgAACuB2YGF6pzV16y48VeV-iyqXQPwjioIthONFvFAi8Kry2A9jg1HpBxZEkWft5_jTvDAa4MiaMPDzs4mvqb0f9Q5lGtaBA30ouybeoqRKUoRgj5LLQF879XEAHEZ548aTfEjyIyE7ZaFRxWyCPkjNJDUDtfTK9orFQvXI0oiqlpQfQ1yFaeH439CQaDWGIZzR2e5bYQnGgsR8Jt7YLpdnEosgRMn&v=2
https://rd.listing.yahoo.co.jp/p/search/GU=A5cFymgAAIg-FXdIM1r-yfG1LHyso7erbMm90dWoX5bXGU47b9YcnznuApktcK1H5Ksb55Q3XUajcdYU1ZO238woCYQNJf6zQwYcy77eqy79a-k_8ZEFSs1kew3fI3vJeDzznaW1q-DrTeVVi9p1eousz7F74JytQlyxDwwvDF-Mq-XCDpf3NaWJmQcxpNXzBtkgOey3iS9ftXBAfXWYQjWIrd07RYHvgjqNPwyyN8H8FrBQejPEsb9wkFC_I7hiVrRDPdc9JbF8aw-frFdycy6870DtTMZ9Br8P62QlLUwXzmhOff4aLxAeiSyoGbM_Qige-aVk-qd7-a19ZkK4VXYEjSgAcVicRqtpnhECLmnc_wbql9hm-1WD0Q6sTdqZT-dgA-YfYOZZkVkD1i_0BgFe8gSVgPGPoOw3_R93XNydUv0aVMw41LGdpO37_fW7ID5h4RZr0in6FLMtv-_Ql49smi-afcG5A3V9VS5vbfeotG1yVXe69Uekl15_fzNp8i134fqzhjhWMJu7RSDxBskEJdQxjIaIzFg1gcLF-KdlAJ8d-hEoePslXEjY0UiGP52E__SoSvJ9v5IDW3KHlwqj2x9N36lSDHq8FGdmiD-eWqSnSMFBWhGHH1OKiPcuxjsy4iflrarlGv_s_kDjpZSj3kyZtDpi1gSDOCbZcbO-nRW0P9X3px5u0Ofx0lY7drkyjgwIl5S7YaCZdujnYhT06k1ekaTca0XGoTzfIDGO6sSiEO2oass2DAzFHy5-1lvrq6EIrk6sJVjMz3X4cwwaDE9jWMg7zeNy97XG66QLO_km6VD0hpFQshPHGnkBp1z1ekIAEtyulSSiwpE9Y0zqjyRLHXdZvRJuagdcLv3oZmd85u65ZoHfuCyAbjV2BxpvpKuVX3_RN_idYpVmMcZzFORkE7448GawDxgGWuj4A7P9zufw8AJpyoGpR8bq_usB7pz4AlOoZle07ht3RhNtp7OHVfBDqcum7ccOx8G6syc_wHdU1Mrlg7ZVyrFwMXS0rjd8ZQ5OPVA3EILv94yibuOE4f5NnvbHAlw99y0G_4jq7W15gUwchv4vrFV2AcZdAEvA61yK6sqIlUgGucs9ZrVqp7sKJSheOnjHkD15zpFbz2txPo2a4gMZtUNaU2SvnokuzMf0xnd38L4_tFyDD7M5EUNYlOoX4NWB_wRwj6GCbuyDWl-S8xAer6kOUeF6xeXZPmlRWix0DOOOwcthsES_kwr7nTF25DtUQS0wTJM1-MyBZv3c1Ju1GPtT7PkWn9Hfg0eFQNw7lWXCQ6aV1st665pIntzvWqbsb7YnQ2v8K2itxWMSm-AFEouLoIRZ2N8kYPiy0AGvZwBREdSA40VR4Clv5E-ko9xfs9welNEbBL8UiFg9qCrCio3FXhQts0pBMJOTW-yRGryImU_5vHZc5WhPHAEIJRE;/?ep=A5cFymgAACuB2YGF6pzV16y48VeV-iyqXQPwjioIthONFvFAi8Kry2A9jg1HpBxZEkWft5_jTvDAa4MiaMPDzs4mvqb0f9Q5lGtaBA30ouybeoqRKUoRgj5LLQF879XEAHEZ548aTfEjyIyE7ZaFRxWyCPkjNJDUDtfTK9orFQvXI0oiqlpQfQ1yFaeH439CQaDWGIZzR2e5bYQnGgsR8Jt7YLpdnEosgRMn&v=2


札幌市情報セキュリティポリシーに基づく特記事項 

 

１ 業務責任者 

⑴ 受託者は、この契約締結後、業務責任者を定め、書面をもって委託者に通知しな

ければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。 

⑵ 業務責任者は、委託者の指示に従い本業務に関して一切の事項を処理するものと

する。 

⑶ 委託者は、受託者の業務責任者について、本業務の履行又は管理につき著しく不

適当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示した書面をもって必要な

措置をとるべきことを求めることができる。 

２ 情報資産の取扱い 

⑴ 受託者は、委託者の情報資産を取り扱うときは、取扱者を限定し、書面をもって

委託者に通知しなければならない。 

⑵ 受託者は、前項の取扱者に、委託者から預託された情報資産の適正な取扱いに関

する誓約書を提出させなければならない。 

⑶ 受託者は、本業務で取り扱う委託者の情報資産を委託者の許可なく持ち出し、又

は本業務の目的以外に使用し、複写し、及び複製してはならない。  

３ 資料及び物品の貸与等 

⑴ 委託者は、受託者に対し本業務に必要な資料及び机、椅子その他の物品を受託者

と協議のうえ無償で貸与することができる。 

⑵ 前項の貸与にあたって、受託者は借用書又は受領書を提出しなければならない。 

⑶ 受託者は、委託者から提供を受けた貸与品を善良なる管理者の注意をもって管理、

保管し、かつ、委託者の許可なく本業務以外の用途に使用し、複写し、及び複製を

してはならない。 

⑷ 受託者は、使用後若しくは本業務完了後又は契約書の規定により契約を解除した

ときは、当該貸与品を直ちに委託者に返還するものとする。 

⑸ 受託者は、委託者から提供を受けた資料等に事故があった場合には、直ちに委託

者に報告し、委託者の指示を受けなければならない。 

 

【別紙】 



４ 秘密の保持等 

⑴ 受託者又は受託者の従業員は、本業務の履行期間及び履行期間経過後において、

本業務の遂行上知り得た次の各号に掲げる情報（以下「秘密情報」という。）を機密

として保持することとし、いかなる第三者に対しても開示若しくは漏洩し、又は本

業務の目的以外に使用してはならない。ただし、委託者から事前の書面による承諾

を得たうえで開示する場合及び法令の定めるところにより国又は地方公共団体から

の命令により開示を求められた場合はこの限りではない。 

ア 秘密である旨が明示された資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の

書面又は電子媒体により委託者が受託者に提供した情報 

イ 秘密である旨を告知されたうえで口頭、その他書面又は電子媒体以外の方法に

より委託者が受託者に提供した情報 

ウ 委託者より預託された秘密情報をもとにして処理し、又は加工して得られた結

果の内容 

エ その他委託者が指定する委託者の業務上及び技術上の秘密事項 

⑵ 受託者は、秘密情報の第三者への漏洩、又は紛失を防止するため、就業規則、業

務規定、その他の規定等を整備するなど適切な措置を講じなければならない。 

５ 秘密情報の返還義務 

  受託者は、本業務の完了日又は契約解除の日をもって、前記４⑴の秘密情報を委託

者に返還するとともに、その複製複写物を一切保持してはならない。ただし、委託者

が必要と認めるときは、その返還日を延期することができる。 

 

 


